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業
、資
産
や
所
得
の
多
寡
等
に
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
「
国
民
」
に
等
し
く
与
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
選
挙
に
参
加
し
う
る
国
民
の
範

囲
を
で
き
る
だ
け
拡
大
し
て
い
く
と
と
も

に
、
選
挙
権
を
有
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ

の
行
使
が
困
難
な
有
権
者
に
対
し
て
も
、

様
々
な
仕
組
み
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
り
、

で
き
る
だ
け
選
挙
の
機
会
を
拡
大
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

②
国
民
の
意
思
の
公
正
か
つ
忠
実
な
反
映

日
本
国
憲
法
の
「
国
民
主
権
」
の
原
理
に

基
づ
き
、
選
挙
制
度
も
ま
た
、「
国
民
の
多

様
な
意
思
を
で
き
る
か
ぎ
り
公
正
か
つ
忠
実

に
国
会
に
反
映
す
る
」（
芦
部
信
喜
『
憲
法
』

第
４
版
）
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
、「
一
票
の
格
差
」
や
得
票
数
の
割
合

を
大
幅
に
上
回
る
議
席
数
を
も
た
ら
す
「
過

剰
代
表
」、
さ
ら
に
は
、
性
別
・
年
齢
・
職

業
等
の
社
会
構
造
と
議
員
構
成
の
間
の
不
均

衡
が
問
題
と
な
る
。

「
一
票
の
格
差
」
の
是
正
に
つ
い
て
は
、

最
高
裁
の
「
違
憲
状
態
」
判
決
を
受
け
て
、

参
議
院
に
つ
い
て
は
昨
年
、
衆
議
院
に
つ
い

て
は
本
年
、
多
く
の
課
題
を
残
し
つ
つ
、
選

挙
区
定
数
の
改
正
法
が
成
立
し
た
。

③
選
挙
運
動
規
制
の
撤
廃

国
民
が
で
き
る
だ
け
容
易
に
選
挙
に
参
加

し
、
そ
の
意
思
を
正
確
に
政
治
に
反
映
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
は
、
選
挙
運
動
が
自
由

か
つ
活
発
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
べ
か
ら
ず
集
」
と
揶

揄
さ
れ
る
わ
が
国
の
公
職
選
挙
法
は
、
選
挙

運
動
と
政
治
活
動
に
対
し
て
、
諸
外
国
に
例

を
見
な
い
よ
う
な
厳
し
い
規
制
を
行
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
規
制
は
、
日
本
国
憲
法
に

保
障
さ
れ
た
表
現
の
自
由
や
罪
刑
法
定
主
義

か
ら
い
っ
て
も
全
廃
す
べ
き
で
は
な
い
の

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
ご
努
力
に

よ
り
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
選
挙
の
実
現
の
た
め

若
干
の
規
制
緩
和
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も

に
、
前
回
の
参
議
院
選
挙
か
ら
ネ
ッ
ト
選
挙

が
解
禁
と
な
っ
て
い
る
が
、
な
お
、
多
く
の

課
題
が
残
っ
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
以
上
３
点
の
基
本
テ

ー
マ
に
沿
っ
て
、
最
近
に
お
け
る
選
挙
制
度

の
改
正
に
つ
い
て
解
説
し
、
今
後
の
課
題
と

展
望
に
つ
い
て
も
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

■
18
歳
選
挙
権
と「
主
権
者
教
育
」

昨
年
６
月
の
法
改
正
に
よ
り
、
選
挙
権
年

齢
が
18
歳
以
上
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
今
回
の

参
議
院
選
挙
か
ら
、
全
国
で
高
校
生
を
含
む 

■�

最
近
の
選
挙
法
改
正
と
　
　

三
つ
の
基
本
テ
ー
マ

か
つ
て
、
ス
ペ
イ
ン
の
政
治
学
者
オ
ル
テ

ガ
は
、民
主
主
義
は「
そ
の
形
式
や
発
達
程
度

と
は
無
関
係
に
、
一
つ
の
と
る
に
足
り
な
い

細
目
」
で
あ
る
選
挙
の
手
続
き
に
そ
の
健
全

さ
を
左
右
さ
れ
る
と
喝
破
し
、「
選
挙
制
度

が
適
切
で
、
現
実
に
合
致
し
て
い
れ
ば
、
な

に
も
か
も
う
ま
く
い
く
。
も
し
そ
う
で
な
け

れ
ば
、ほ
か
の
こ
と
が
理
想
的
に
運
ん
で
も
、

な
に
も
か
も
だ
め
に
な
る
」
と
断
じ
た
（
寺

田
和
夫
訳
『
大
衆
の
反
逆
』
１
９
３
０
年
）。

今
回
の
参
議
院
選
挙
を
め
ぐ
っ
て
も
、
選

挙
権
年
齢
の
18
歳
以
上
へ
の
引
き
下
げ
を
は

じ
め
、「
一
票
の
格
差
」
是
正
の
た
め
の
選

挙
区
定
数
の
改
正
、
駅
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
等
へ
の
「
共
通
投
票
所
」
の
設
置
、

期
日
前
投
票
の
投
票
時
間
の
延
長
等
、
多
く

の
選
挙
制
度
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

選
挙
制
度
改
革
の
歴
史
は
、
戦
前
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
滔
々
た

る
流
れ
の
基
調
を
な
す
も
の
と
し
て
、
次
の

三
つ
の
基
本
テ
ー
マ
が
指
摘
で
き
よ
う
。

①
選
挙
権
の
制
度
的
か
つ
実
質
的
拡
大

戦
前
も
、「
普
選
運
動
」（
財
産
や
納
税
額

に
よ
る
選
挙
権
の
制
限
の
撤
廃
を
求
め
た
運

動
）等
に
よ
り
、有
権
者
の
範
囲
拡
大
が
徐
々

に
図
ら
れ
て
き
た
が
、
戦
後
、「
国
民
主
権
」

を
謳
っ
た
日
本
国
憲
法
に
よ
り
、国
会
は「
全

国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
」
で
構

成
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
同
43
条
）。
し

た
が
っ
て
、
選
挙
権
も
、
性
別
、
年
齢
、
職

早稲田大学政治経済学術院教授
　選挙市民審議会共同代表

片木　淳

市
民
に
よ
る
「
21
世
紀
の
普
選

運
動
」
を
起
こ
そ
う

①
選
挙
権
の
拡
大
②
国
民
の
意
思
を
反
映
す
る
選
挙
制
度
改
革
　

③
選
挙
運
動
規
制
の
撤
廃
―
―
を
テ
ー
マ
に
考
え
る

か
た
ぎ
・
じ
ゅ
ん

１
９
７
１
年
、
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
後
、
自
治
省
（
現
・
総
務
省
）

に
入
省
。
選
挙
部
長
、
消
防
庁
次
長
な
ど
を
歴
任
。
公
営
企
業
金
融
公

庫
理
事
を
経
て
、
２
０
０
３
年
か
ら
早
稲
田
大
学
公
共
経
営
研
究
科

（
現
・
公
共
経
営
大
学
院
）
教
授
。
同
大
学
メ
デ
ィ
ア
文
化
研
究
所
長
、

ポ
ツ
ダ
ム
大
学
地
方
自
治
学
研
究
所
研
究
員
な
ど
を
経
て
、
現
在
、
早

稲
田
大
学
政
治
経
済
学
術
院
・
政
治
学
研
究
科
教
授
。
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し
た
場
合
で
も
、
転
居
前
の
住
所
地
に
３
カ

月
以
上
住
ん
で
い
れ
ば
旧
住
所
地
で
投
票
で

き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
７
万
人
が

該
当
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
有

権
者
の
実
質
的
な
拡
大
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
り
、
選
挙
制
度
改
革
の
流
れ
に
沿
っ
た
も

の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
本
年
４
月
の
公
職
選
挙
法
の
改
正

に
よ
り
「
共
通
投
票
所
」
が
設
置
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
今
回
の
参
議
院
選
挙
か
ら
適
用

さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
各
投
票
所
を
通
信
回
線

で
結
び
、
二
重
投
票
な
ど
の
不
正
や
ミ
ス
を

防
止
す
る
方
策
を
講
じ
た
う
え
で
、
駅
や
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
投
票
で
き
る

よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今

回
の
参
議
院
選
挙
で
設
置
を
「
準
備
中
」
ま

た
は
「
検
討
中
」
の
自
治
体
は
全
国
で
４
市

町
、
同
選
挙
後
の
設
置
を
「
検
討
中
」
の
自

治
体
も
２
０
６
市
町
村
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

（
総
務
省
、
５
月
20
日
発
表
）。
こ
れ
に
つ
い

て
も
、
上
に
述
べ
た
有
権
者
の
実
質
的
な
拡

大
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
そ
の
実
現
に
向

け
て
の
市
町
村
を
は
じ
め
関
係
者
の
さ
ら
な

る
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
同
改
正
で
は
、
期
日
前
投
票

で
最
大
２
時
間
、
開
始
時
刻
の
前
倒
し
や
終

了
時
刻
の
延
長
が
可
能
に
な
っ
た
ほ
か
、
投

票
所
に
同
行
で
き
る
子
ど
も
を
「
幼
児
」
か

ら
「
18
歳
未
満
」
に
拡
大
す
る
な
ど
の
改
正

等
も
実
現
し
て
い
る
。

■�

国
民
の
意
思
の
反
映
と
　
　

一
票
の
格
差
是
正

昨
年
７
月
28
日
、
参
議
院
選
挙
区
の
「
一

票
の
格
差
」
を
縮
小
す
る
た
め
の
公
職
選
挙

法
の
改
正
が
成
立
、
今
回
の
参
議
院
選
挙
か

ら
適
用
さ
れ
る
。

こ
の
改
正
は
、
２
０
１
０
年
（
最
大
格
差

５
・
00
倍
）
と
２
０
１
３
年
（
同
４
・
77
倍
）

の
参
議
院
選
挙
に
つ
い
て
連
続
し
て
「
違
憲

状
態
」
と
し
た
最
高
裁
判
決
を
受
け
、鳥
取
・

島
根
と
徳
島
・
高
知
を
史
上
初
め
て
合
区
し
、

定
数
を
４
減
ら
す
ほ
か
、
宮
城
、
新
潟
お
よ

び
長
野
の
３
県
も
そ
れ
ぞ
れ
４
か
ら
２
に
減

ら
す
一
方
、
北
海
道
、
東
京
、
愛
知
、
兵
庫

お
よ
び
福
岡
の
定
数
を
各
２
増
し
、
全
体
で

10
増
10
減
す
る
も
の
で
あ
る
。こ
れ
に
よ
り
、

２
０
１
３
年
参
議
院
選
挙
で
の
４
・
77
倍
の

格
差
は
２
・
97
倍
に
縮
小
す
る
。

民
主
、
公
明
両
党
は
、
格
差
が
２
倍
未
満

と
な
る
20
県
・
10
合
区
案
を
参
議
院
に
提
出

し
、
自
民
党
等
の
法
改
正
案
は
格
差
是
正
が

不
十
分
だ
と
し
て
、
こ
れ
に
反
対
し
た
。

同
改
正
法
は
付
則
で
、
２
０
１
９
年
の
参

議
院
選
挙
に
向
け
て
「
選
挙
制
度
の
抜
本
的

見
直
し
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
し
、
必
ず

結
論
を
得
る
」
と
明
記
し
た
が
、
抜
本
改
革

に
対
す
る
各
党
の
考
え
に
は
落
差
が
あ
り
、

今
後
の
行
方
は
予
断
を
許
さ
な
い
。

最
高
裁
は
、
か
つ
て
、
参
議
院
に
都
道
府

県
代
表
的
な
機
能
を
加
味
す
る
こ
と
も
許
さ

れ
る
と
指
摘
し
、
最
大
で
５
倍
を
超
え
た
当

時
の
一
票
の
格
差
を
正
当
化
し
た
こ
と
も
あ

る（
１
９
８
３
年
４
月
27
日
判
決
）。し
か
し
、

そ
の
後
、
２
０
１
２
年
の
最
高
裁
判
決
が
投

票
価
値
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
た
め
都
道
府

２
４
０
万
人
の
若
者
が
新
た
に
投
票
に
参
加

で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
法
改
正
は
、少
子
高
齢
化
、人
口
減
少

社
会
を
迎
え
る
中
で
、
日
本
の
未
来
を
作
り

担
う
存
在
で
あ
る
10
代
の
若
者
に
選
挙
権
を

付
与
し
、
積
極
的
に
政
治
に
参
画
し
て
も
ら

お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。そ
し
て
、特
に
近

年
、若
者
の
投
票
率
が
低
い
現
状
を
踏
ま
え
、

社
会
の
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
っ

て
主
体
的
に
政
治
に
関
わ
る
若
者
が
増
え
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
（
総
務
省
Ｈ
Ｐ
）。

こ
の
18
歳
選
挙
権
の
実
現
を
契
機
と
し
て
、

高
校
を
は
じ
め
と
し
て
、「
主
権
者
教
育
」（
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
）
が
戦
後
初
め
て
本

格
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
、「
主
権

者
教
育
」
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ

た
の
は
、「
政
治
教
育
」
の
必
要
性
が
教
育

基
本
法
で
謳
わ
れ
て
い
る（
同
法
14
条
１
項
）

に
も
関
わ
ら
ず
、
同
条
２
項
に
定
め
る
「
政

治
的
中
立
性
」
が
「
非
政
治
性
」
を
要
請
し

て
い
る
も
の
と
誤
解
さ
れ
、「
政
治
教
育
」

に
過
度
の
抑
制
が
働
い
た
結
果
、
政
治
的
テ

ー
マ
等
を
取
り
扱
う
こ
と
自
体
が
タ
ブ
ー
視

さ
れ
、
避
け
ら
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
（
２

０
１
１
年
12
月
、
総
務
省
「
常
時
啓
発
事
業

の
あ
り
方
等
研
究
会
」
最
終
報
告
）。

し
か
し
、
政
治
と
は
、
本
来
、「
意
見
や

信
念
、
利
害
の
対
立
状
況
か
ら
発
生
す
る
も

の
」
で
あ
り
、「
主
権
者
教
育
」
は
、
生
徒

等
が
「
異
な
る
意
見
や
対
立
す
る
意
見
を
理

解
し
、
議
論
を
交
わ
す
こ
と
を
通
し
て
」（
２

０
１
５
年
10
月
、
文
部
科
学
省
通
知
）、
自

分
の
意
見
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す

べ
き
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、民
主
主
義
的
議
論
が
成
立
す
る

た
め
に
は
、単
な
る
話
し
合
い（discussion

）

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、「
肯
定
側
」と「
否

定
側
」
の
二
つ
に
分
か
れ
て
、
意
見
を
戦
わ

せ
る
議
論
（debate

）
が
必
要
で
あ
る
。

今
回
の
国
政
選
挙
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の

争
点
と
し
て
、
憲
法
改
正
、
安
全
保
障
法
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
締
結
、
原
発
再
稼
働
、
消
費
税
引
き

上
げ
、
あ
る
い
は
地
方
創
生
、
子
育
て
支
援
、

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
功
罪
、
沖
縄
の
基
地
問
題

等
、
わ
が
国
の
将
来
を
決
定
す
る
重
要
な
問

題
が
山
積
し
て
い
る
。
今
回
の
選
挙
は
、
こ

れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
国
民
が

活
発
な
議
論
を
交
わ
し
、
民
主
主
義
を
実
践

す
る
絶
好
の
機
会
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

や
ド
イ
ツ
の
い
く
つ
か
の
州
の
地
方
選
挙
な

ど
欧
米
先
進
国
で
実
現
し
つ
つ
あ
る
16
歳
選

挙
権
、
さ
ら
に
、
被
選
挙
権
年
齢
（
衆
議
院

議
員
等
25
歳
、
参
議
院
議
員
・
知
事
30
歳
）

の
引
き
下
げ
が
考
え
ら
れ
る
。
有
権
者
の
拡

大
の
見
地
か
ら
、
で
き
る
だ
け
こ
れ
ら
の
課

題
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
年
１
月
、
新
住
所
地
で
有
権
者

と
な
っ
た
若
者
が
投
票
で
き
な
い
「
投
票
権

の
空
白
」
を
解
消
す
る
た
め
、
公
職
選
挙
法

が
改
正
さ
れ
、
転
居
し
て
か
ら
３
カ
月
未
満

で
も
旧
住
所
地
で
国
政
選
挙
の
投
票
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
回
の
参
議
院
選
挙
を

め
ぐ
り
、
選
挙
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た

大
学
の
新
入
生
等
が
３
月
下
旬
以
降
に
転
居
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さ
ら
に
、
解
禁
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
選
挙
運
動

と
従
来
通
り
の
厳
し
い
規
制
が
温
存
さ
れ
て

い
る
そ
の
他
の
文
書
図
画
に
よ
る
選
挙
運
動

と
の
間
の
不
整
合
、
不
合
理
さ
が
際
立
つ
よ

う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
全
廃
が
課
題
と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、戸
別
訪
問
の
解
禁
、資
力
の
無

い
も
の
を
排
除
す
る
世
界
一
高
額
な
供
託
金

制
度
の
廃
止
、
立
会
演
説
会
の
復
活
と
第
三

者
主
催
を
含
め
た
演
説
会
の
自
由
化
等
も
、

今
後
早
急
に
対
応
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

■�

国
の
「
主
権
者
」
と
し
て
　

自
ら
行
動
を
！

日
本
国
憲
法
の
定
め
る
「
国
民
主
権
」
の

原
理
に
は
、
二
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
る
。
一

つ
は
、
国
の
政
治
の
あ
り
方
を
最
終
的
に
決

定
す
る
権
力
を
国
民
自
身
が
行
使
す
る
と
い

う
直
接
民
主
主
義
的
な
要
素
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
国
家
の
権
力
行
使
を
正
当
づ
け
る

究
極
的
な
権
威
は
国
民
に
存
す
る
と
い
う
正

当
性
の
契
機
で
、
こ
れ
は
代
表
民
主
制
と
結

び
つ
く
（
芦
部
信
喜
『
憲
法
』
第
４
版
）。

こ
の
「
国
民
主
権
」
の
い
ず
れ
の
要
素
か

ら
い
っ
て
も
、わ
れ
わ
れ
国
民
は
「
主
権
者
」

と
し
て
、
単
に
、
選
挙
に
よ
り
代
表
者
を
選

ん
で
政
権
運
営
を
委
ね
る
だ
け
（「
お
任
せ

民
主
主
義
」）
で
な
く
、
こ
れ
を
監
視
し
、

そ
の
政
策
や
行
動
に
非
違
や
過
誤
が
あ
る
と

認
め
る
場
合
に
は
、
自
ら
行
動
を
起
こ
し
、

そ
の
責
任
を
追
及
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を

是
正
す
る
な
ど
必
要
に
応
じ
て
自
ら
行
動
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。

去
る
５
月
25
日
、
公
正
・
平
等
で
民
主
的

な
選
挙
改
革
等
の
実
現
を
目
指
し
て
昨
年
秋

に
設
立
さ
れ
、
筆
者
も
共
同
代
表
を
務
め
る

選
挙
市
民
審
議
会
は
、
参
議
院
選
挙
を
控
え

て
見
解
を
発
表
し
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
な

呼
び
か
け
を
行
っ
た
（
別
掲
参
照
）。
市
民

に
よ
る
選
挙
制
度
改
革
の
一
つ
の
試
み
と
し

て
、
今
後
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

県
を
選
挙
区
と
す
る
仕
組
み
の
見
直
し
も
求

め
る
な
ど
、
今
日
に
お
い
て
は
、「
一
票
の

格
差
」
の
是
正
を
重
要
視
す
る
方
向
に
転
換

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
つ
い
て
も
、
最
高
裁
の

「
違
憲
状
態
」
判
決
が
３
回
連
続
で
出
た
こ

と
を
受
け
、
議
長
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
衆

議
院
選
挙
制
度
に
関
す
る
調
査
会
の
答
申
を

経
て
、
本
年
５
月
20
日
、
定
数
を
10
削
減
す

る
衆
院
選
挙
制
度
改
革
法
が
成
立
し
た
。
２

０
１
５
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

衆
議
院
選
挙
の
小
選
挙
区
を
「
０
増
６
減
」、

比
例
代
表
を
「
０
増
４
減
」
し
て
議
員
定
数

を
10
削
減
し
た
う
え
で
、
一
票
の
格
差
が
２

倍
未
満
と
な
る
よ
う
、
小
選
挙
区
の
区
割
り

を
見
直
す
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
２
０
２
０

年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、「
ア

ダ
ム
ズ
方
式
」
で
都
道
府
県
ご
と
の
小
選
挙

区
の
数
を
見
直
す
と
し
て
い
る
が
、
格
差
是

正
が
長
期
に
わ
た
り
先
送
り
さ
れ
た
う
え

に
、
こ
の
方
式
自
体
に
つ
い
て
「
一
人
別
枠

方
式
」
を
温
存
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
批
判

も
あ
り
、
最
高
裁
が
容
認
す
る
か
、
予
断
を

許
さ
な
い
。

国
会
が
「
違
憲
状
態
」
の
議
員
で
構
成
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、「
国
権
の
最

高
機
関
」
と
し
て
の
正
当
性
の
根
底
が
揺
る

ぎ
、
国
民
の
政
治
不
信
も
さ
ら
に
深
ま
る
こ

と
が
懸
念
さ
れ
る
。
国
会
議
員
に
よ
る
「
一

票
の
格
差
」
の
是
正
に
向
け
て
の
責
任
の
自

覚
と
さ
ら
な
る
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。

■
選
挙
運
動
規
制
の
撤
廃

主
権
者
で
あ
る
国
民
、
住
民
が
選
挙
に
お

い
て
適
切
な
選
択
を
行
う
た
め
に
は
、
候
補

者
や
政
党
の
政
策
、
主
張
等
を
十
分
知
る
こ

と
が
前
提
と
な
る
。
選
挙
運
動
は
、
こ
れ
ら

の
情
報
を
提
供
す
る
重
要
な
役
割
を
担
う
も

の
で
あ
り
、
本
来
、
自
由
か
つ
活
発
に
行
わ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
公
職
選
挙
法

で
は
、「
選
挙
運
動
」
は
公
示
・
告
示
の
日

か
ら
投
票
日
の
前
日
ま
で
し
か
許
さ
れ
ず
、

そ
れ
以
前
は
「
事
前
運
動
」
と
し
て
刑
罰
の

対
象
と
な
る
。
戸
別
訪
問
は
禁
止
さ
れ
、
選

挙
事
務
所
、
自
動
車
、
演
説
会
、
連
呼
行
為

等
が
細
か
く
規
制
さ
れ
て
い
る
。
文
書
類
に

つ
い
て
は
、
特
に
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
「
選
挙
運
動
」
も
禁
止

さ
れ
て
い
た
（
選
挙
運
動
規
制
の
現
場
の
矛

盾
・
問
題
点
に
つ
い
て
は
、片
木
等
編
著
『
公

職
選
挙
法
の
廃
止
』
参
照
）。

こ
れ
ら
の
規
制
は
、
１
９
２
５
年
の
「
普

通
選
挙
」
実
現
の
際
、
そ
れ
と
い
わ
ば
抱
き

合
わ
せ
で
導
入
さ
れ
、
そ
の
後
、
日
本
が
民

主
主
義
国
家
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
撤
廃
さ
れ
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
い
わ
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
選

挙
運
動
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
３
年
４
月
に

公
職
選
挙
法
の
改
正
が
成
立
し
、
前
回
の
参

議
院
選
挙
か
ら
解
禁
さ
れ
た
。
し
か
し
、
電

子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
な
お
候
補

者
・
政
党
等
に
し
か
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
早

急
に
市
民
等
の
第
三
者
の
メ
ー
ル
に
よ
る
選

挙
運
動
も
解
禁
す
べ
き
で
あ
る
。

◆21世紀の普選運動を
選挙権は歴史的に不断の努力によっ

て広げられてきました。19世紀後半の
「普選運動」が1925年に25歳以上の男
子すべてに選挙権を広げ、20世紀初頭
の「婦選運動」が1945年に20歳以上の
男女に選挙権を広げました。そして選
挙権は2015年、18歳以上の男女に広げ
られたのです。しかし選挙権の内実は
男子普選と抱き合わせの選挙規制によ
り一世紀近くにわたって制限されたま
まです。選挙権の行使をわたしたちの
真の権利として確立できるかどうか
は、わたしたちの政治参加にかかって
います。

制限選挙元年から100年を迎えよう
としている今この時、わたしたちは、

【21世紀の普選運動】にとりくむこと
を決意しました。共に考えて、共に語
りあい、国民主権にふさわしい選挙制
度を創り出しましょう。


